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特集／風土論・環境倫理・公共性
３．風土論と公共性

コメント

千葉大学法経学部助教授　　
関谷　昇

　私は今日の主題になっている環境を専門にしている者ではなくて、政治思想

史を専攻している者です。ですから、そういう意味では直接的なつながりでは

ないのですが、ただ今日議論されてきたような、「空間」の問題、「風土」の問

題、それから「公共性」の問題が「政治」というものに、あるいはその考え方

に非常に大きな意味をもっているということを改めて実感しているところでご

ざいます。とりわけ公共性の問題はいろいろな観点から考えられるわけで、そ

の「公共性」の風土論的問題を、特に私の専門である「政治」との関係で、若

干コメントをさせていただきたいと思います。

　政治学における市民的公共性論

　我々が政治思想とか政治哲学において、今日公共性を語るといった時には、

「国家＝公（おおやけ）」「官＝公共性」であるというような従来の構図で把え

られてきた「公共性」の観念を突破していくということが出発点になっている

と思います。これは様々なレベルにおいて、すでに課題として共有されつつあ

るわけですが、そういう中で、政治とか行政というのは狭義に考えるのではな

くて、非常に多様な主体による開かれたかたちでの公共のあり方というものを

考えていくべきだ、という議論がなされているわけです。「対抗的公共圏」あ

るいは「市民的公共性」という言い方は、よく議論されているところでござい

ます。
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　たとえば、この行政のあり方をどう考えるのかといった時にも、行政が専門

性・効率性の名の下に公共性を定義して様々な形で施策を図る、あるいは行政

が主導的に各種事業を行うといったことの限界性が指摘され、最近では行政の

存在根拠を見直しつつ、市民と行政との協働ということが盛んに叫ばれてもい

ます。それは、いわゆる「市民協働論」というようなもので、議論としては、

かつて着目された文化行政の再興といった側面もあるかと思います。それは、

行政単独ではなくて、社会に多元的にあるそういう文化的側面と行政とのつな

がりをどう考えていくことができるのかという課題の下に、市民の身近な生活

と視点から行政の役割と責務を見直していくことであり、文字通り「自治」と

いうものを当事者の観点から考えていくことを意味しているわけです。

　政治的な公共性から存在論的な公共性へ

　こうした市民的公共性の制度設計をめぐる議論は、風土論とは直接的には関

係がないようにも思えますが、しかし私は、この風土論が、いわゆる政治の領

域において議論されているような公共性論というものをさらにもう一歩進める

ことになるのではないか、という考えを持っております。さきほど申し上げた

ようなことを皮切りになされる政治学的な議論は、政治的な空間の多様性・開

放性のなかで、いろいろな価値観が存在しているわけだから、差異というもの

をお互いに認め合っていきましょうという形でなされるわけです。いかに立派

な制度や組織を作ろうとも、必ず他者性というものが浮上してくるわけだから、

そういう他者性というものとの関係、あるいは異質なるものの相互の共存とい

うことが公共性であるということが専ら説かれるわけです。しかし、風土論の

議論を媒介させることによって、それをさらに超えていく視角が得られる、と

いうのは極めて重要なことだと考えます。

　つまり今言った意味での「公共性」あるいは「公共空間」は、どちらかとい

うと言説を媒介とした言説空間という側面があり、言葉というものを共有した

かたちで公共性というものを把えていく、あるいはその観点から共同性、ある
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いは政治等々を考えていくといった側面があります。それに対して、風土論の

話で非常に示唆的なのは、そういう言説的な空間をもある意味では相対化する、

あるいはそこにある種の揺れ動かしをもたらしていく、さらには風土としての

空間と言説を用いる人間との往復運動を考えさせうる、そういうところまで踏

み込んでいるという点です。そういう意味では「政治的な公共性」ということ

よりもむしろ「存在論的な公共性」というところまで議論は及んでいると考え

ることができるのではないでしょうか。それは、「身体性」であるとか、「当事

者性」・「現場性」であるとか、あるいは桑子先生の言葉で言えば「配置」「履

歴」等々との関係の中で、言説――さらに言えば「表象」――を把え直してい

く、表象によって幾重にも規定された「立場」を相対化していく、といった議

論等々につながっているわけです。そういう意味では、我々が通常政治学の領

域の中で議論していることよりもはるかに超えた存在論的な公共空間の可能性

というものを、そしてそこからさらに市民自治や合意形成論への示唆を、今日

の議論の中から受け取らせていただいたという印象を持っております。

　身体論的・存在論的な公共空間における合意形成

　以上のことをふまえたうえで、お一人ずつにコメントをさせていただきたい

と思います。まず桑子先生の合意形成という点ですが、これは今日のシンポジ

ウムにあたっていくつかの御著書を拝読させていただいたがゆえに、より一層

示唆的な議論で、眼からウロコが落ちる思いがしました。この「不特定多数を

対象とした合意形成」というものが非常に重要であり、それが政治とか行政の

意思決定に多面的なかたちで影響を与えていくという点は全く賛同でございま

す。しかも非常に興味深かったのは、当事者達が有している各々の価値の源泉

を掘り起こしていくというところから考えていかなければ合意形成にはなかな

か至らない、という現場を非常に踏まえた議論です。これは、空間の機能化と

理性による概念的把握を志向したプラトン（およびイデア論）に対するアリス

トテレスの批判、とりわけ能力や可能性が発現していることを示す Energeia
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（実現態）の議論に立脚するところから導かれていると推察されるのであり、

人間（の行為）と空間（の機能）は密接不可分であるという視角から導かれて

いるものと思います。

　その意味では、先生の空間論は、このアリストテレスの議論を今日の文脈に

おいて再構成することにつながっているのではないでしょうか。合意形成とは、

まさにこうした身体論的空間論、換言すれば存在論的な公共空間の形成の中に

置いてこそ可能になるもので、それはさらに価値自体を議論することを回避す

る（リベラリズムに代表される）現代の政治哲学状況を突破しうる視点にもなっ

ていると考えます。それはまた、「政治」を特定の人間に独占させずに当事者

たちの「身体性」を通して関係性を構築していくということであり、それが当

事者たちによって不断に見直されながら育まれるということは、まさに共存関

係を維持していくための課題を解決するということを原義とする「政治」その

ものを意味していると思います。その意味ではここに、一般性からは削ぎ落と

されてしまう個別性の問題をいかに救うことができるかという点を政治の役割

に見出したアリストテレスの発想を窺うこともできるでしょう。今日、政治と

いうものの見直しということが叫ばれていますけれども、こうした視角は、ま

さに政治というのは、現場において様々な人々が様々な価値を抱いて行動をな

していくものであるということ、要するに日常に立脚した活動の一つ一つこそ

がまさに政治であるといったことを改めて明らかにしてくれるものであると思

います。

　合意形成における権力の問題

　そこで一つ伺いたいことがあります。そういう政治というものとその中での

合意形成プロセスは、身体性を媒介とした自発的な下からのものという側面が

ありますけれども、そこには同時に社会的な権力性、政治的な権力性が存在し

ているということも事実であり、それらは桑子先生がおっしゃるような合意形

成をある意味では遮断するかたちでも働くこともありえます。私もいろいろ
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なかたちで現場にお手伝いをしたりさせていただいたりしておりますけれど

も、その中で実感するのは人びとがそういう価値というものを掘り下げていっ

て、そこで問題を共有していくという動きやプロセスをどこかで権力性が遮断

してしまう、という問題です。たとえば行政の中でも非常にこういうことに共

感をもって自らの行政活動を行っていこうという人たちも非常に増えているわ

けですけれども、それでもやっぱり組織上、上からそれが遮断されてしまって

･･････、というケースはよくあることですよね。そういった問題に対して桑子

先生はどのようにお考えになるのか、お聞かせいただければと思います。

　場所論における「補完性の原理」の位置づけ

　それから、倉阪先生と広井先生は我々 COEプロジェクトのリーダーとして、

日頃から議論を共有させていただいているわけですが、今日のこの「風土論」

との関係でいいますと、この「風土」への視点ということが「持続可能性」と

いう観点とまさに直接的につながってくるということが改めて明らかにされた

わけです。そこでまず倉阪先生にお伺いしたいのは１、従来の常識的な経済学

というものに対して、エコロジカルな経済学というものをどのように構想され

ていくのかという点です。それはある意味では必然的にローカルという場にい

かざるをえない。そこがある種「場所論」との交錯の場であって、その点から

経済をあらためて再構築していくという説明がございました。そこで強調され

たのが「補完性」ということでしたけれども、それがエコロジカルな観点とど

のように関わってくるのか伺いたいです。

　この「補完性」を、我々政治学をやる人間は権力抑制論として把えます。つ

まり今日のお話の中にもあったように、「より上位の集団、上位の主体が、下

位の集団、主体の意思決定というもの、あるいはその活動というものを制約し

ない、介入しない」というのが、もともとの「補完性の原理」の出発点という

１ （編注）倉阪秀史・千葉大学法経学部助教授の報告は、「公共研究」第 3巻第 1号、
千葉大学公共研究センター、2006年 6月、pp.129－ 146を参照されたい。
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か、（16世紀のアルトジウスに始まる）源流なわけで、そういう「補完性の原

理」はまさに権力抑制論としては非常によくわかるのですけれども、経済のま

さにこのエコロジカルな経済を考えていく時に、この「補完性」というものが

どういうふうに作用するのかというのが少しイメージしづらいところがありま

した。これは「コモンプール資源」ないしは「資源の管理」といった点でそう

いう話になっているのか、そもそもその管理というかたちでそれを考えていく

とするならば、その管理主体というのは一体どういうかたちで考えられている

のかという点もあわせてお聞かせいただければと思います。

　スピリチュアリティと言説空間

　それから最後に広井先生への質問ですが、この「持続可能性」ということを

ふまえながら、スピリチュアリティに立脚したケアということで、これも非常

に示唆的なお話でした。この「風土」と「持続可能性」とを交錯させることに

よって、今日の午前中にも出ていたある種の「新しい人間観」を考えていくと

いう話にもなっているのはとても興味深い点です。とりわけ、それがケアの概

念から説かれる時、広井先生が強調されているのは、死生観というものを、我々

のこの空間のなかにおいて共有していくという視点です。それを共有していく

というところから、ある種のケアという発想が根源的にも導かれていくという

意味で、そういう意味では人間観に対する非常に大きな意味合いをもっている

のだと思います。

　そこで伺いたいのは、そういうスピリチュアリティ、自然、それに立脚した

人間（示された図 1<124ページ >の中で）、そこから新しい公共性ということ

も開かれていくのではないかというお話でしたけれども、こういうスピリチュ

アリティというものとその公共性との関係を考えたときに、感覚の部分では

開かれたかたちでの共通感覚を通して身体論的な構成が可能だと思うのです

が、それを公共性の形成という方向でさらに進めていく時には、そういうスピ

リチュアリティの部分と、ある種の言語行為空間といいますか、言説の空間と
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の関係性という問題が出てくると思います。広井先生がお考えになっているケ

ア、あるいはその感覚の共有、それは人間同士もそうですし人間と自然もそう

ですけれども、それが言説空間、言語コミュニケーション空間とどういうふう

に接合されていくのかということ、その点を聞かせていただければと思います。

■リプライ

桑子敏雄　ご質問ありがとうございます。私が考えてきました公共性を、言説

空間での公共性をさらに超える身体空間というふうに評価して下さって、本当

に感激しています。今まで、逆の評価ばかり受けていたものですから。「あな

たのは身体空間に閉じこもって、言説空間まで届いてないじゃないか」という、

そういう意見ばかりもらっていたものですから、とても感激しております。あ

りがとうございます。

　政治の問題ですけども、とても難しい問題で、政治というと政治家の課題

と考えがちです。政治家とは議員さんたち、立法を仕事としている人たちです

が、なかなか立法の能力がないと批判されていますね。基本的には日本の政治

システム・行政システムは、行政官が、つまり優秀な官僚たちが握ってきたと

いうことだと思うのです。立法もほとんど行政担当者がするわけです（法律案

をつくるわけです）。それでつくられた法律で事業をしますから、行政訴訟が

起きてもだいたい門前払いというようなかたちで、司法も行政に支配されてい

る。だから三権分立ではなくて、一権独立みたいな感じになっています。ただ

そういう中で行政担当者の中にも、参加型の事業を非常に大事だと思っている

人たちがどんどん増えてきています。私がつくっている NPOにも霞ヶ関の行

政担当者が入っていますし、それから地方自治体の人も入っています。そうい

う、立場を変えてものを見る人たちというのが出てきていまして、そういう人

たちと話をすると共有できる意見がたくさんある。

　ただし先におっしゃったように立場上の問題があります、制度の上の。そう

いう制度の中にいる人として、どういうふうにふるまうか。それから市民とし
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ての存在、立場というのもあるわけですから、その中をどういうふうにうまく

整理しながら行政を進めていくか。これはとても大事なことですし、そこに私

はかなりの希望というか、光明があると思っています。

　ただ政治家、いわゆる議員の人たちは、とにかく立派な制度をつくる勉強を

してほしいという思いでいっぱいです。住民集会をやっていますと、議員さん

たちが住民の顔をして出てくるのですね。住民集会での発言に自分たちの意見

を盛り込めというような気持ちで出てきている。私はそれを「市民仮面」と呼

んでいまして、合意形成の難敵の一人と呼んでいるのですけれどもね。あるい

は行政担当者が行政の論理で、市民の顔をして出てくるということもあります。

そのへんをどうするかということが問題ですけれども、全体としてきちんと整

理して、制度面の整備と法的な制度の整備をしていくことが求められていると

思います。そして、その上に乗った住民との良い関係をどう築くか。その制度

づくりと行政・司法、やはり三権の分立とそれから住民のあり方というものを

全体としてきちんと捉えていくことが、政治ということを考える一番重要なこ

とではないかと思います。ありがとうございました。

倉阪秀史　コメントありがとうございました。まず今回の発表では、エコロジ

カル経済学との関係はあまり触れておりません。そもそもエコロジカル経済学

は持続可能な規模が必要とは言っていますが、どういう範囲でそれを確保する

のかというのは極めてナイーヴな議論にまだ終わっておりまして、そこをロー

カルなレベルでどうするのかというような議論は実はあまりされておりません。

したがいまして、この部分はエコロジカル経済学の観点からも、新しいチャレ

ンジであると認識して、ローカル論に食い込んでいこうかなとしているところ

です。ですからエコロジカル経済学は必然的にローカルに行かざるをえないと

いうわけではありません。特に、より少ない資源エネルギーの消費で、より多

くの経済的付加価値が創出されるように市場経済のルールを変えていくといっ

た役割は、国家でないとできない、あるいは国家間の取り決めがないとできな
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い部分かと思います。ですから、その内容に応じて、適切な範囲の行政が担当

するということになります。そこに「補完性原理」をもっていこうかなという

視点で書いております。

　「補完性原理」は権力抑制論として捉えられているということですが、そこ

をひっくり返して、中央がダメだから、それのアンチテーゼとして地方分権と

いうわけではなくて、地方がやはりいいから、そこでやるべき必然的な理由が

あるから、地方から積み重ねていくのだというかたちの「補完性原理」の再構

築というのはできないだろうか。そういう論点になろうかと思います。

　なお、「資源管理」と書きましたが、これはみんなで住民参加をもとにつくっ

ていくという意味でのガバナンス論を排除するものではございません。役人が

コントロールするということではございません。ちょっと誤解を与えて申し訳

ございませんでした。

広井良典　一番本質的な部分に関する質問・コメントをいただいたと感じまし

た。私の中でもまだ答えが出ていない点なのですが、私なりに理解すると、ス

ピリチュアリティと公共性との関係というテーマですね。非常に単純な理解が

許されるとするならば、キリスト教やそれから別の意味で仏教などは、スピリ

チュアリティと公共性というのが、ある意味で普遍的といってもいいかもしれ

ませんが、非常に結びついている面が強いというふうに理解しています。かた

や「鎮守の森」的なものは、公共性という要素はほとんどなくて、非常にロー

カルなものですね。私自身は、スピリチュアリティと公共性をダイレクトに結

びつけることには、最近はやや懐疑的です。むしろスピリチュアリティを「風

土」の方に引きつけて、これは和辻哲郎的な面があって、ベルク先生の環境決

定論の批判にもつながる要素があるかと思うのですが、風土というものとスピ

リチュアリティが非常に結びついており、それぞれの地域における、いわば神

様のかたちというのが「風土」というものと強く結びついていると考えています。

　ですからそういう意味では、スピリチュアリティという方向と公共性はもと
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もとは別のもので、ということは先ほどのコメントにもあった感覚の共有とい

う方向と言語空間というのは、これもまた本来は別の次元のもので、今日最後

にお話ししましたように、それらは相互に本来は異なる方向に向かう二つのベ

クトルを根源的に抱えているものであり、そうした二つのベクトルを両立させ

ていくかということが可能であり、またそれが望ましいのではないかというふ

うに最近は感じております。十分な答えになっておりませんが、以上です。


